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資３－②　辻堂西海岸町内会 自主防災会組織体制表 2018.4.15改定

1区防災委員・運営委員 1区会員

２区防災委員・運営委員 ２区会員

北班防災リーダー ３区防災委員・運営委員 ３区会員

４区防災委員・運営委員 ４区会員

５区防災委員・運営委員 ５区会員

６区防災委員・運営委員 ６区会員

７区防災委員・運営委員 ７区会員

防災会長 中班防災リーダー

  8区防災委員・運営委員　 8区会員

防災会長補佐

９区防災委員・運営委員 ９区会員

10区防災委員・運営委員 10区会員

11区防災委員・運営委員 11区会員

12区防災委員・運営委員 12区会員

南班防災リーダー

13区防災委員・運営委員 13区会員

14区防災委員・運営委員 14区会員

15区防災委員・運営委員 15区会員

　　　防災会長は町内会長、防災会長補佐は防災部長、防災リーダーは各班の班長（町内会副会長）があたる。

　　　防災会長、防災会長補佐、防災リーダーはともに発災初期は運営委員として行動する。

　　　避難施設・高砂小開設後は運営委員（防災会長、防災会長補佐、防災リーダーを含む）は

　　　避難施設運営委員会に属する。


